
二

二
′
)

ノ

　

t

議
案
第
四
十
九
号

三
朝
町
税
条
例
の
　
1
.
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
税
条
例
の
　
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
　
(
昭
和
二
十
二
年

法
律
鼻
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
7
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
意
会
の
裁
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
八
年
六
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
,

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

橡

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

相
和
五
槍
八
年
六
月
持
古
　
康
幸
可
決

三
朝
町
親
金
蔵
長
名
鑑
典
由
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三
助
町
条
.
例
夢

チ.

･･,i/

■

●

'
■

早

三
朝
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
ー
朝
町
税
条
例
　
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
<
号
)
　
の
一
藩
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

衰
十
八
集
の
四
第
1
項
ヰ
｢
百
打
｣
を
｢
二
百
円
｣
に
改
め
る
｡

竺
二
十
丁
各
竺
壷
の
表
第
盲
中
｢
有
し
な
い
む
か
及
空
を
｢
有
も
な
い
も
の
並
び
に
｣
に
改
め

る
｡

附
則
第
八
粂
竺
二
項
中
r
附
則
/
集
十
六
条
の
二
爵
蒜
｣
せ
｢
附
則
轟
十
]
t
 
(
集
の
三
集
蒜
｣
に
改
め

る
｡

附

　

則

　

　

　

　

　

　

　

　

､

(
施
行
期
日
)

第
一
粂
　
A
j
の
条
例
は
j
t
暗
和
五
十
八
年
七
片
一
日
か
ら
施
行
し
､
改
正
後
の
三
朝
町
儲
条
例
(
以
下
｢

改
正
後
の
条
例
｣
と
い
う
｡
)
/
附
則
第
八
魚
第
三
現
の
規
定
は
'
周
和
五
十
八
年
四
月
T
E
P
か
ら
適
用

す
る
｡



ヽ

(
経
過
措
置
)

第
二
粂
　
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
の
四
第
1
項
の
規
定
は
'
暗
和
五
十
八
年
七
月
T
 
F
以
後
に
交
付
さ

れ
る
納
税
証
明
書
の
交
付
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
'
昭
和
五
十
八
年
六
旦
二
十
日
以
前
忙
交
付
さ
れ

た
納
税
証
明
書
の
乗
付
手
数
料
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡
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